
【 税務課 】 

 

１ 納期限内納税について 

  納税は、納期限内の納付が原則です。納期限を過ぎると法令に基づく延滞金が

課されるほか、滞納処分（差押え等）をしなければいけません。 

（１）町税の納期限は、別表「川南町税納期限一覧表」のとおりです。 

（２）滞納すると納税の公平性を損ないますので、納期限内に納付しますようお願

いします。 

２ 口座振替納税の推奨について 

町税（国民健康保険税を含む。）は、次の金融機関で口座振替及び自動払込の

方法により納付できます。役場や金融機関に出向かなくても納税ができますので、

納め忘れを防ぐことができます。本町では、安全で便利な口座振替納税をお勧め

しています。 

なお、法人や個人事業主が納税義務者となっている、個人町県民税特別徴収分

が平成３０年度から口座振替が利用可能となりました。ぜひ御利用ください。 

（１）利用できる金融機関 

尾鈴農協本所・支所 

宮崎銀行本店・各支店 

高鍋信用金庫本店・各支店 

九州労働金庫本店・各支店 

宮崎太陽銀行本店・各支店 

九州信漁連（川南町漁業協同組合） 

ゆうちょ銀行（郵便局） 

（２）申込手続 

申込書（町税口座振替依頼書又は郵便局の自動払込利用申込書）は、金融機

関の窓口にありますので、利用されたい金融機関窓口へ、口座開設に使用して

いる届出印と通帳を持って申し出てください。 

（３）振替（払込）開始 

振替（払込）申込みの翌月の納期分から開始になります。 

（４）振替（払込）日 

原則として、各納期月の２５日となります。ただし、振替(払込)日が金融機

関の休日にあたるときは、翌営業日となります。 

（５）残高不足等で振替（払込）できなかった場合 

再振替（再払込）を翌月の１０日に行います。



３ ＰａｙＢ（ペイビー）・ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）納付について 

  スマートフォンアプリの「ＰａｙＢ」「ＰａｙＰａｙ」を使用することによ

って、直接金融機関等窓口に行かなくても税金を納付することができます。 

（１）納付可能な税金 

  ① 町県民税（普通徴収・特別徴収） 

  ② 固定資産税 

  ③ 国民健康保険税 

  ④ 軽自動車税 

（２）利用方法 

   スマートフォンにて、利用するアプリをインストール後、アプリ内の指示

に従って設定を行います。設定後は、アプリで納付書のバーコードを読取り、

決済を行います。「ＰａｙＢ」では、決済の前に暗証番号の入力が必要です。 

（３）注意事項 

   領収書は、発行されません。アプリの取引履歴等で確認してください。 

納付書１枚で３０万円を超えるもの、バーコードの記載のない納付書は、

御利用できません。 

４ 地方税お支払いサイトについて  

スマートフォン等を使用することで、「地方税お支払いサイト」から、直接金

融機関等窓口に行かなくても税金を納付することができます。 

（１）納付可能な税金（納付書にＱＲコードの記載があるもの） 

  ① 町県民税（普通徴収） 

  ② 固定資産税 

  ③ 国民健康保険税 

  ④ 軽自動車税 

（２）利用方法 

   スマートフォン等で「地方税お支払いサイト」にアクセスし、サイト内の

指示に従ってカメラにて、納付書のＱＲコードを読み取ります（納付書番号

を入力する形でも可）。クレジットカードやインターネットバンキング等の

情報を入力することで納付ができます。 

（３）注意事項 

   領収書は、発行されません。 

ＱＲコードの記載のない納付書は、御利用できません。 

５ 滞納処分（差押え等）の強化について 

税金は、町が提供する様々な公共サービスを実施するための貴重な財源です。

滞納が増加すると、公共サービスの提供に影響を及ぼすだけではなく、きちん

と納付している方との公平性が保たれません。そのため、本町では法令に基づ

く差押えを強化しています。 



法律上、督促状を発送してから１０日過ぎても納められていない場合は、 

差押えをしなければならないこととされています。納税が困難な事情がある場

合には、必ず納税相談をしてください。 

※ 滞納処分とは、滞納者の財産（不動産、動産、給与、預金、生命保険など）

を差し押さえ、差し押さえた財産の取立て及び公売を行い、滞納金に充てる

一連の手続を言います。 

６ 捜索の実施について 

  捜索とは、滞納者の財産を調査するために、住居等を強制的に立入調査する

ことです。滞納者が、本当に納めることができないかの見極めをするためにも、

捜索を実施しています。 

（１）裁判所の許可や本人の承諾は必要ありません。 

（２）法律に定められた差押え禁止の物以外は、全て差押え対象です。 

（３）暴行や脅迫を加えた場合には、公務執行妨害罪が適用されます。 

（４）差押えや捜索は、事前予告無しで執行します。 

７ 国民健康保険税滞納に対する取扱い 

特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納している世帯主に対しては、有

効期限の短い保険証(短期保険証)又は資格証明書の交付を行います。 

資格証明書で受診する場合は、その医療費の全額を一旦本人が支払います。

医療費の７割相当分については、保険税の滞納に充てるか、保険税納付後に、

本人に戻すことになります。 

８ 公金徴収体制の強化について 

平成２６年４月から、町税以外の公金の内、保育料、後期高齢者保険料及び

介護保険料について、滞納額の縮減や効率的かつ効果的な徴収を目指すため、

徴収の一元化を実施していましたが、令和５年４月からは、後期高齢者保険料

及び介護保険料については、税務課にて町税と同様に徴収を行い、滞納処分を

執行していきます。   

９ 税に関する証明書の交付を請求できる者の範囲 

税に関する証明書の交付については、なりすましや虚偽の請求を防止するた

めに、本人確認の厳格化及び請求できる方を制限しております。 

原則として、次の方に限り証明書を交付することとしています。 

（１）請求者本人 

（２）本人と同一世帯の方 

（３）相続人及び相続財産管理人 

（４）本人の委任状（委任通知書、同意書又は承諾書）を持参した方 



月 確認 税目 期別 納期限 口座振替日

４月 □ 固定資産税 １期 令和５年５月１日 令和５年４月２５日

５月 □ 軽自動車税 全期 令和５年５月３１日 令和５年５月２５日

６月 □ 町県民税 １期 令和５年６月３０日 令和５年６月２６日

□ 固定資産税 ２期

□ 国民健康保険税 １期

□ 町県民税 ２期

□ 国民健康保険税 ２期

９月 □ 国民健康保険税 ３期 令和５年１０月２日 令和５年９月２５日

□ 町県民税 ３期

□ 国民健康保険税 ４期

１１月 □ 国民健康保険税 ５期 令和５年１１月３０日 令和５年１１月２７日

□ 固定資産税 ３期

□ 国民健康保険税 ６期

□ 町県民税 ４期

□ 国民健康保険税 ７期

□ 固定資産税 ４期

□ 国民健康保険税 ８期

令和５年度　川南町税納期限一覧表

７月 令和５年７月３１日 令和５年７月２５日

８月 令和５年８月３１日 令和５年８月２５日

１０月 令和５年１０月３１日 令和５年１０月２５日

１２月 令和５年１２月２５日 令和５年１２月２５日

納付機関 および 納付方法

　●川南町役場 税務課
　●尾鈴農業協同組合
　●宮崎銀行
　●高鍋信用金庫
　●宮崎太陽銀行
　●九州信漁連（川南町漁業協同組合）
　●九州労働金庫
　●ゆうちょ銀行 または 郵便局
　　　※沖縄県除く九州管内
　●QRコード対応金融機関

　●地方税共通納税システム　ℯℓＴａｘ
　●コンビニエンスストア
　　※納付書裏面に記載のある店舗
　●ＰａｙＢ（ペイビー）
　●ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）
　　※バーコードのない納付書は、コンビニ納付、
　　　　ＰａｙＢおよびＰａｙＰａｙは使用できま
せん。
　●口座振替
　　※事前に金融機関への申込みが必要です。

１月 令和６年１月３１日 令和６年１月２５日

２月 令和６年２月２９日 令和６年２月２６日


